
拳法会規約
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世界拳法会連盟規約（会則）および拳法会規約抜萃要項
拳法会規約詳録を称し「拳法会規約」と云う。

2007年10月27日



世界拳法会連盟に所属する拳法会は、「拳法会規約」を遵守しなくてはならない。
1 世界拳法会連盟規約（別紙）
2 拳法会規約抜萃要項
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（監事、理事を含む）

（監事、理事を含む）
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3 拳法会規約詳録
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4 時限規約および追規は、以下に記す。
会長を本部長、副会長を副本部長、監事を監査役と称することも出来る。

東海地区拳法会本部
1 役員の任期は三年とし再任は妨げない。 H.19.10.27　可美総合ｾﾝﾀｰ
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